
 

蒲郡市地域生活支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下｢法｣という。）第７７条に規定する地域生活支

援事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、蒲郡市とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 障害者 法第４条第１項に規定する者をいう。 

⑵ 障害児 法第４条第２項に規定する者をいう。 

⑶ 保護者 法第４条第３項に規定する者をいう。 

⑷ 全身性障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項

に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、肢体不自由の程度が身体障害

者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級に該当する者

で両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。なお、準

ずる者とは、身体障害者手帳の交付を受けているか否かに係らず、両下肢を含む三

肢以上に障害を有するものをいう。 

⑸ 視覚障害者 身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する身体障害者手帳の交付

を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定する視覚障害を有

する者をいう。 

（実施方法） 

第４条 事業は、社会福祉法人、非営利法人等に対し指定することにより実施するも

のとする。 

（事業内容） 

第５条 この要綱において実施する対象事業（以下「対象事業」という。）は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外

出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援とする。 

⑵ 日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族

の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のため

の支援とする。 

⑶ 経過的デイサービス 障害者の入浴、食事の提供、創作的活動及び基本的な動

作指導のための支援とする。 

⑷ 地域活動支援センター 障害者の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活

動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するための支援とする。 

（指定事業者） 

第６条 対象事業を運営するため指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、地域生活支援事業所指定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の定款 

⑵ 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表 

⑶ 日中一時支援における施設の平面図 

⑷ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑸ その他市長が必要と認める書類 



 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及

び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認める場合につき地域生活支援事業所

指定通知書（第２号様式）を交付するものとする。 

３ 指定を受けた者（以下「指定事業者」という。）が、第１項の規定に関する書類

の記載内容を変更しようとするときは、変更届出書（第３号様式）により、その旨

を市長に届け出るものとする。 

４ 指定事業者は、対象事業の運営を廃止、休止及び再開しようとするときは、廃止・

休止・再開届出書（第４号様式）により、その旨を市長に届け出るものとする。 

５ 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すこ

とができる。 

⑴ 適正な事業の運営ができないと市長が認めたとき。 

⑵ 地域生活支援給付費の請求に不正があったとき。 

（指定事業者の責務） 

第７条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の

支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、こ

の利用の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。 

２ 指定事業者は、利用者等の身上及び家族に関して知り得た秘密を、他に漏らさな

いよう努めなければならない。 

 （利用対象者） 

第８条 第５条第１号の利用対象者は、本市に住所を有し、法第５条第３項に規定す

る重度訪問介護、同条第５項に規定する行動援護及び同条第９項重度障害者等包括

支援の障害福祉サービスの受給要件を満たさない者で、次に掲げるものとする。 

⑴ 全身性障害者（児） 

⑵ 視覚障害者（児） 

⑶ 知的障害者（児） 

⑷ 精神障害者（児） 

２ 第５条第２号及び第４号の利用対象者は、本市に住所を有する障害者及び障害児

とする。 

３ 第５条第３号の利用対象者は、本市に住所を有し、次に掲げるものとする。 

⑴ 身体障害者 

⑵ 知的障害者 

⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８

年政令第１０号。以下「施行令」という。）別表に掲げる特殊な疾病の者であって１

８歳以上であるもの 

（申請） 

第９条 対象事業の利用をしようとする障害者又は障害児の保護者（以下「利用者等」

という。）は、地域生活支援給付費支給申請書（第５号様式。以下「申請書」とい

う。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合は、申請書の提出を

待たずに事業を利用することができる。この場合において、利用者等は、事後速や

かに申請書を提出するものとする。 

 （利用決定） 

第１０条 市長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用

の要否を決定し、地域生活支援給付費支給決定通知書（第６号様式）又は地域生活

支援給付費却下通知書（第７号様式）により利用者等に通知するものとする。 

２ 市長は、対象事業の利用を決定した場合は、地域生活支援事業受給者証（第８号

様式。以下「受給者証」という。）を利用者等に交付するものとする。 



 

 （変更申請） 

第１１条 前条の規定により決定された内容について利用者等が変更しようとすると

きは、地域生活支援給付費支給変更申請書（第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

 （変更通知） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その要否について地域生活

支援給付費支給変更決定通知書（第１０号様式）により通知するものとする。 

 （利用取消） 

第１３条 第１０条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合に該当するとき

は、この利用決定を取消すことができる。 

⑴ 利用決定に係る障害者等が、対象事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。 

⑵ 利用決定した障害者等が、有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。 

⑶ 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。 

⑷ 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。 

２ 前項の規定により利用を取り消した場合は、地域生活支援給付費支給決定取消通知

書（第１１号様式）により通知するものとする。ただし、同項第２号の規定により

取り消した場合は除く。 

（受給者証の再交付の申請） 

第１４条 受給者証を紛失又は破損した場合は、地域生活支援事業受給者証再交付申請

書（第１２号様式）により再交付を申請するものとする。 

（給付費の支給） 

第１５条 対象事業の利用者に対し別表の単価の１００分の９０に相当する額（生活

保護法に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては１００分の１００に相当す

る額）を給付費として支払うものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係

る利用者からの委任状（第１３号様式）の提出があった場合はこの限りでない。 

 （代理受領） 

第１６条 前条の規定により代理受領の委任を受けた指定事業者は、給付費の請求書に

利用実績記録票を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。 

２ 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月１０日までに請求がなされ

た分について、翌々月末日までに行うものとする。 

（負担上限額） 

第１７条 対象事業の負担上限額は、施行令第１７条に定める額とする。 

 （高額地域生活支援給付費） 

第１８条 利用決定した障害者等が同一の月に対象事業の利用に要した費用（別表の

単価の１００分の１０相当額）の額、法第２９条に規定する指定障害福祉サービス

（介護給付費及び訓練等給付費）に要した費用の額、法第７６条に規定する補装具

の購入又は修理に要した費用の額、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

１条の５の２に規定する障害児通所サービスの利用に要した費用の額、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスの

うち介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）で定めるサービスの利用に要

した費用の額、蒲郡市障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱に定める用具等の購

入又は住宅改修に要した費用の額、蒲郡市訪問入浴サービス事業実施要綱に定めるサ

ービスの利用に要した費用の額及び蒲郡市重度障害者等入院時コミュニケーション支

援事業実施要綱に定めるサービスの利用に要した費用の額の合計額が、施行令第１７

条又は同令第４３条の３で定める額のうちいずれか高い額を超えるときは、当該利

用者等に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。 

２ 高額地域生活支援給付を受けようとする者は、高額地域生活支援給付費支給申請



 

書（第１４号様式）により市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請を受理した場合は、内容を審査し適当と認めるときは速やか

に高額地域生活支援給付費を支給するものとする。 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

別表（第１５条関係） 

１ 移動支援に係る給付費 

サービス提供時間 身体介護を伴う場合 身体介護を伴わない場合 

３０分以下 ２，５４０円 １，０５０円 

３０分超１時間以下 ４，０２０円 １，９７０円 

１時間超１時間３０分以下 ５，８４０円 ２，７６０円 

１時間３０分超２時間以下 ６，６７０円 ３，４６０円 

２時間超２時間３０分以下 ７，５００円 ４，１６０円 

２時間３０分超３時間以下 ８，３３０円 ４，８６０円 

以後３０分につき ８３０円 ７００円 

  夜間（午後６時から午後１０時までの時間をいう。）又は早朝（午前６時から午前

８時までの時間をいう。）に移動支援を行った場合は、所定の単価に１００分の２５

に相当する単価を加算し、深夜（午後１０時から午前６時までの時間をいう。）に移

動支援を行った場合は、所定の単価に１００分の５０に相当する単価を加算する。 

 

２ 日中一時支援に係る給付費 

区  分 ４時間以下 ４時間超８時間以下 ８時間超 

基本日中一時支援 ２，３００円 ４，６００円 ６，９００円 

この事業のうち、症状が重いために医療的なケア（以下「医療的ケア」という。）を

必要とする又は見込みのある障害者等が医療機関、障害者支援施設等においてサービス

の提供を受けた場合、事業者は、別に定める運用基準に基づき福祉事務所長が支給決定

障害者等ごとに算出する医療スコアに応じ、上記に定める額に次に定める額の加算（以

下「医療的ケア加算」という。）を行うことができる。この場合において、２４，８０

０円を超える場合においては、２４，８００円とする。 

医療 

スコア 

人工呼吸器 

の常時使用 

または３５ 

点以上 

２５点以上 

３５点未満 

１５点以上 

２５点未満 

５点以上 

１５点未満 

１点以上 

５点未満 

型名 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型 

加算額 ２０，２００円 １５，４００円 １０，４００円 ５，４００円 ２，９００円

 

３ 経過的デイサービスに係る給付費 

４時間以下 ２，６２０円 

４時間超６時間以下 ３，９３０円 

６時間超 ５，２５０円 

送迎加算 片道５４０円 

入浴加算 ４００円 

大塚デイサービスセンター利用者については、平成１８年９月３０日現在の障害者

自立支援法に基づき厚生労働大臣が定める障害者デイサービス報酬単価を適用する。 

 

４ 地域活動支援センターに係る給付費 

別に定める。 

 


